
平成１５年（わ）第１４１号　殺人，銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
　　　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　文
被告人を懲役７年に処する。
未決勾留日数中２１０日をその刑に算入する。
訴訟費用中金７万円を被告人の負担とする。
　　　　　　　　　理　　　　　　　　　由
（罪となるべき事実）　
　被告人及びAは，指定暴力団Ｎ組の下部組織であるＭ組（かつて，Ｎ組O組の下部
組織であった。）Ｐ一家の構成員であったが，被告人は，Aが，法定の除外事由がな
いのに，
１　平成１４年４月２０日午後２時２５分ころ，那覇市a町b番ｂ２号北方約２０メ
ートル先路上において，回転弾倉式けん銃１丁を同けん銃に適合する実包５発とと
もに携帯して所持し，
２　前記日時ころ，不特定若しくは多数の者の用に供される場所である前記場所先
路上において，普通乗用自動車助手席に乗車中のかつて前記O組組長Cを射殺した者
が所属していたＱ会の副会長Ｂ（当時５４歳）に対し，殺意をもって，前記けん銃
で弾丸４発を発射し，さらに逃走する前記自動車を自動二輪車で追跡し，同日午後
２時３０分ころ，不特定若しくは多数の者の用に供される場所である同市a２町e番
ｆ２号先路上において，前記自動車助手席に乗車中の前記Ｂに対し，殺意をもっ
て，同けん銃で弾丸１発を発射し，これら一連の銃撃により弾丸３発を同人の胸部
及び背部に命中させ，よって，その場で，同人を背部銃創による心臓，肺及び肝臓
損傷に基づく失血により死亡させて殺害した
という犯行を行った際，その情を知りながら，同年１月ころから同年２月上旬ころ
までの間，長崎市g町hーaＤ３二輪において，Aが前記各犯行に際し使用した自動二
輪車を証人Ｄ３から購入し，同年３月ころから同年４月１５日ころまでの間，前記
各犯行の準備のために訪れるAに同行して，同人と共に数回にわたり沖縄県内を訪れ
てＢの動向を探り，同年４月２０日の前記Aの前記各犯行当日も同人に同行して，同
人と共に福岡から沖縄に赴くなど行動を共にするなどし，もってAの前記各犯行を容
易にして幇助したものである。
（判示各事実について被告人を従犯と認定した理由）
　検察官は，被告人はAと共謀して，a町において本件殺人及び銃砲刀剣類所持等取
締法違反の犯行に及んだものであり，被告人も本件犯行に使用された自動二輪車
（以下「本件自動二輪車」という。）を購入するなど重要な行為を行っているか
ら，被告人は本件犯行について共謀共同正犯としての罪責を負うと主張し，弁護人
らは，本件はAの単独犯行であり，被告人は犯行には一切関与しておらず，Aとの間
に共謀もしていないから，被告人は無罪であると主張し，被告人もこれに沿う供述
をしているので，以下検討する。
第１　証拠上認められる事実
　　関係証拠によれば，以下の事実が認められる。
１　O事件の発生，Ｎ組によるＱ会への報復及びＰ一家の動向など
　平成９年８月，Ｎ組Ｑ会組員が神戸市内のホテルでＮ組若頭（O組組長）Cを射殺
した（以下「O事件」という。）ことから，Ｎ組は，同年９月３日，Ｑ会を絶縁処分
とし，以後，Ｎ組関係者は，Ｑ会幹部らに対する報復を開始し，Ｑ会若頭，若頭補
佐をけん銑で襲撃するなどの事件を繰り返した。
　Ｑ会副会長のＢは，高知県出身で，成人となる前後から広島県内あるいは高知県
内等の暴力団に加入し活動していたが，平成４年１２月Ｑ会会長と兄弟の杯を交わ
し，平成７年には大阪市内にＢ組事務所を出す一方，Ｑ会副会長に昇格していた。
　Ｎ組構成員らは，Ｑ会副会長であったＢを報復の標的の１人とし，Ｎ組Ｒ組内Ｓ
組組員，O組組員らがＢ襲撃を計画していた。
　Ｂは，O事件以後，Ｎ組による報復をおそれて，かってゴルフ場造成等で縁のあっ
た沖縄県内に赴き，沖縄県本部町にある別荘に隠れていた。しかし，ボディーガー
ドなどが，交通事故を起こして，所在を警察に知れるようになったことから，本部
町の別荘を離れて，那覇市内のホテル等を転々と宿泊するようになった。さらにそ
の後は，那覇市a４，那覇市a３，宜野湾市ｋ，浦添市ｌなどで他人名義で部屋を借
りるなどして身を隠していた。
　Ｒ組Ｓ組組員らは，平成１０年１１月１９日，法要のため実家のある高知県に帰
ったＢを射殺することを計画したが，Ｂの親族方付近を徘徊中に，殺人予備，銃砲



刀剣類所持等取締法違反（けん銃所持）の容疑で高知県警捜査員に逮捕され，ま
た，O組組員も，Ｂの所在が判明しないことから標的を変更し（平成１１年９月１日
にＱ会若頭を射殺），いずれもＢ襲撃には至らなかった（甲９２）。
　O事件発生当時，Ｍ組（組長Ｍ２ことＭ３。以下「Ｍ」という。），長崎Ｔ会は，
いずれもO組配下にあったが，同事件後，Ｍ組は，Ｎ組U組預かりを経てＮ組直参に
昇格し，長崎Ｔ会は，同会会長の引退表明に伴って分裂し，同会の構成員中，Ｐ２
は自分が組長となってＰ一家を組織し，Ｍ組配下に加わった（甲９２，９３）。Ｍ
組本部事務所は大阪市ｍ区内にあり，Ｐ一家を含めた下部団体が持ち回りで，事務
所当番についていた。Ｐ一家は，長崎を活動拠点としていた。
　Ｐ２は，平成１３年１１月ころ，Ｐ一家構成員であるＶとともに沖縄に来て，同
人の親戚の証人Ｄ４に，沖縄県内で自動車１台の名義人となってくれる人物がいな
いか尋ね，また，那覇空港付近のアパートを借りたいと言った。その後，自動車
は，建築関係の仕事で使うため，三，四か月の間必要であり，その後は名義人とな
ってくれた者に譲る旨話した。アパートは保証人になってくれる適当な人物が見つ
からず借り入れはできなかったが，軽四輪自動車を証人Ｄ４の知人に名義人になっ
てもらい購入した（証人Ｄ４）。
　なお，Ｐ２が購入した軽四輪自動車（ダイハツミラ白色）は，その後，同年１２
月５日に那覇市内で駐車違反の取締りを受けたが，Ｍ組関係者であるＸは，同車を
使用していたとして，これを引き取っていた（甲１１９）。そして，同車は，平成
１４年２月又は３月ころには，証人Ｄ４に無償譲渡された。
２　被告人の身上及びAとの関係など
　被告人及びAは、同じ長崎市内の小中学校を卒業し（被告人が１学年上），地元の
建設会社で同僚として稼働するうちに親しくなり、その後，被告人とAは「Ｈ総業」
の名称で人夫出しをするようになり，Aは鳶やガス溶接工として稼働していた。
　被告人は，２０歳ころ，中学校の先輩でO組Ｔ会構成員であるＧ（当時は長崎Ｔ会
構成員）と知り合い，同人を慕って，Ｔ会事務所に出入りするようになったが，平
成９年に強盗致傷事件（自動二輪車を盗もうとした時被害者に発見され，逮捕を免
れるために暴行を加え負傷させた事件）等を起こして平成１０年１０月に懲役３年
６月に処せられて服役した。同事件で，Aは被告人を大阪まで逃がし，犯人隠避罪で
保護観察処分を受けた（甲６５）。被告人は，服役中の平成１２年１２月にＦ（以
下「Ｆ」という。）と婚姻した。
　他方，Aは，平成１２年夏過ぎころまでに，Ｐ一家組員となっていたＧからＰ２を
紹介され，Ｐ一家組員となった。
　被告人は，服役中の平成１２年度Ｍ組の住所録にはＰ一家若中として名前が登載
されており，平成１３年７月１１日に出所した後は，Ｐ一家組員としての自己の名
刺を所持するなどし，同組員であったAと行動を共にし，自己の居住地で妻の在住す
る長崎と大阪を行き来し，同年１０月ころからは，大阪在住の女性証人Ｄ２とも交
際するようになっていた。
　被告人は，同年１０月３１日ころには，自己の指を詰め，その理由について，証
人Ｄ２には，「上の者に腹がたってやった。」などと言っていた。
　同年秋ころ，被告人と長崎県内の中古バイク店Ｄ３二輪で勤務していたＮとの間
で，被告人が服役中に預けていたバイクをＮが売ってしまっていたことからトラブ
ルになり，被告人はAや他の友人らなどと共に２回ほどＤ３二輪を訪れた。
　被告人は，同年１１月ころから平成１４年４月までの間，A及びＰ２との間で頻繁
に携帯電話から連絡を取っていた。（Aとの間では，平成１３年１０月５日から本件
犯行前日である平成１４年４月１９日までの間で合計６１６回，Ｐ２との間では，
平成１３年１１月１日から平成１４年２月２８日までの間で被告人からＰ２に対す
るものだけで４４回，平成１４年３月１日から同年４月１９日までの間で両者相互
間で合計３８回）。また，証人Ｄ２に対しては，「事務所当番のために大阪に来
る。」旨話していた（甲９４，９５，証人Ｄ２証言等）。
　他方，被告人は，同年４月８日にＦと協議離婚した。
３　被告人らが沖縄に来たときの状況
　被告人は，平成１４年３月ころから４月上旬ころまでの間に，少なくとも６回程
度，Aと共にいずれも偽名で飛行機に搭乗して沖縄に来て，７，８回程度は那覇市所
在のクラブｗ（以下「ｗ」という。）で飲酒した（甲８４ないし８６，１０６
等）。その際，ホステスから仕事の内容を聞かれ，被告人とAは曖昧な返答をしてい
たが，ホステスらに対して，「沖縄には，やる仕事があってきた。」と話してい
た。また，被告人とAは，後記のとおりホステスらに黒色ナイロン製バッグを預けた



際，ホステスに自己の携帯電話の番号を教えたが，両名はホステスに「番号を教え
た携帯電話は家に置いてあり，沖縄にいる間にかけても誰も出ない。沖縄にいると
きは，携帯を上の人から持たされている。」などと話していた。そして，自己らの
所持していた携帯電話について「この電話は仕事用である。この電話にかけるとき
は，携帯電話からではなく公衆電話からかけて欲しい。」とも言い，被告人らから
ホステスらに電話する際も携帯電話ではなく専ら公衆電話を利用していた。
　被告人らは長崎県内に居住していたが，沖縄に来る際は，自己の携帯電話は知人
に預けるなどして置いてくるか，沖縄まで持参しても使用を原則として差し控えて
いた。
　なお，被告人，Aの携帯電話が双方，沖縄での使用を除き，原則として２４時間以
上使用されなかったのは，平成１３年１１月１日から平成１４年４月２０日までの
間で次のとおりであった。
①被告人携帯電話　３月　２日１１時１０分から３月　３日２０時５９分　
　A携帯電話    ３月　２日１１時５３分から３月　４日０３時０３分
②被告人携帯電話　３月１４日０５時４６分から３月１６日０時３９分　　　
　A携帯電話    ３月１４日１１時３５分から３月１９日１６時１７分
③被告人携帯電話　３月２２日１２時０８分から３月２６日０９時１０分　
（但し，３月２４日２２時０１分に１回使用されている。後記のとおり，証人Ｄ２
が，３月２２日夜に被告人の携帯電話に電話した際には，Aの姉と称する女性が出
て，被告人の携帯電話を預かっている旨話していたことに照らすと，被告人は，こ
の間自己の携帯電話をAの姉と称する女性に預けており，３月２４日２２時０１分の
１回使用は，この女性が使用したものとみられる。）
　A携帯電話    ３月２２日１５時１０分から３月２６日１４時０５分
（但し，３月２３日１２時１３分に１回使用されている。上記同様，Aが携帯電話を
預けた者が使用したものとみられる。）
④被告人携帯電話　３月３０日１６時２７分から３月３１日２１時３２分　　
　A携帯電話    ３月３０日１３時５７分から３月３１日２１時１２分
⑤被告人携帯電話　４月　５日０８時４４分から４月　８日１７時２４分　　
　（その間，沖縄での使用有り）
　A携帯電話    ４月　５日０６時１７分から４月　８日２１時３７分
⑥被告人携帯電話　４月１２日１８時５９分から４月１４日１９時１４分　　
　A携帯電話    ４月１２日１６時３７分から４月１５日１３時４５分
（ｗのホステス証人I２は，平成１４年７月４日付検察官調書（甲８４）で，被告人
とAは，平成１４年１月初旬か中旬から来店するようになった旨供述するが，被告人
は，Aと共に沖縄に行くようになったのは同年２月終わりか３月に入ったころであっ
た旨供述しており，前記のとおり，被告人，Aの携帯電話が双方，２４時間以上使用
されない状態が生じるのは３月２日が初めであり，それまでは，長崎，大阪等で毎
日頻繁に携帯電話が使用されていたことが認められ，証人I２の検察官調書は平成１
４年７月４日付であり，被告人らの来店時期から数ヶ月以上経過しており，同女が
来店開始時期として供述する時期について特に客観的な資料はないことなども併せ
考えると，被告人がAと共に沖縄に来てｗに来店するようになったのは３月に入って
からであると認められる。）
　なお，被告人は，同年２月１９日ころ，女友達である証人I４と２人で１泊２日で
沖縄に来て（被告人は偽名で飛行機に搭乗して），同女と共に那覇市内の戦跡を観
光したことがあった（甲８７）。
　同年３月ころ，ｗのホステスである証人I２は，被告人とAの両名から，「用事で
地元に帰ることになったけど，荷物を預かって欲しい。」旨依頼され，縦横約４０
センチメートルの黒色ナイロン製バッグを預かり，数日後，被告人とAの両名と落ち
合い，これを返した（甲８４）。
　また，３月２４日に，ｗホステスである証人I３が，被告人から，鞄を預かって欲
しい旨依頼され，被告人とAの両名と落ち合い，約４０センチメートル四方の黒色ナ
イロン製バッグを預かり，３月３０日ないし３１日ころAにこれを返した（甲８
５）。
　被告人らは，同年４月５日ないし８日ころ沖縄に来た。同月５日にAは那覇市内所
在のｎｐ店でヘルメット２個，レンチ１個等を購入し（甲５１，９８，携帯電話履
歴），同月７日に被告人及びAは那覇市ｔの洋服店に立ち寄った（甲７９）。
　被告人は，同月７日及び８日には，沖縄で自分の携帯電話を使用して証人Ｄ２等
に連絡し，帰りの交通費がないから貸してくれと言ったことがあった（証人Ｄ２，



携帯電話履歴）。
　被告人らは，同月１２日ないし１５日ころ沖縄に来て（甲７６），１３日には，A
が本件自動二輪車で移動し，ｎｐ店でプラグレンチを購入した（甲５１）。そし
て，同市内のモーターサロンｊでプラグを買い，本件自動二輪車のエンジンプラグ
の交換をし，また，ガソリンスタンドでバッテリーチャージと給油を行った。
  ４　犯行当日前後の被告人，被害者らの行動
　犯行前日の同月１９日に氏名不詳者がo銀行ｑ支店の被告人名義の預金口座に午後
３時４０分に１０万円，同４１分に２万円を入金し，被告人は同日午後４時２９分
に現金１２万円を引き出した。また，氏名不詳者が同支店のA名義の預金口座に同日
午後３時５９分に１１万円を入金し，Aは同時刻に現金１１万円を引き出した。被告
人とAは，同月２０日の福岡発那覇行きの航空券を予約した。被告人は，Aらと共に
長崎から福岡に移動し，翌２０日，自己の携帯電話を知人に預けて長崎まで持ち帰
らせた上，午前９時に福岡空港発の飛行機にAと共に偽名で搭乗して出発し，午前１
０時半ころ沖縄に着いた。
　他方，証人Iは，平成８年ころ，Ｂと知り合い，平成９年ころから，愛人関係とな
り，同女は，大阪市内に居住していたが，しばしば，Ｂの住む沖縄に来て，月の半
分以上は沖縄でＢと一緒に過ごしていた。証人Iは，平成１４年４月２０日，伊丹空
港から飛行機（午前１１時５５分伊丹発）に搭乗し那覇空港に向かった。
　同日午後２時過ぎころ，証人Iは，那覇空港に到着した。空港１階到着口には，Ｂ
とその知人のＪが証人Iを待っていた。証人I到着後，３名は，空港２階に上がり，
そこで証人IとＢは，Ｊと別れ，Ｂの案内で空港建物から道を挟んで向かい側にある
立体駐車場につながる連絡通路を通って，車（証人Iが沖縄で使っている濃緑色のト
ヨタウインダム）が駐車してある場所まで行った。そして，証人Iが同車を運転し，
Ｂを助手席に乗車させて立体駐車場から出発して同駐車場の東側出入口から出て，
立体駐車場の建物沿いの道を南方向に走行した。その際，Ｂが空港ロビーにサング
ラスを忘れた旨話したため，一旦，道沿いに立体駐車場の西側に回って北方向に走
行し，空港１階入口前に同車を停車し，Ｂは降車し，空港ターミナルビルに入っ
て，サングラスを取って戻ってきた。Ｂは再び助手席に乗車し，証人Iは，車を発進
し，道沿いに平面駐車場の横を通るなどして北方向に走行し，沖縄県宜野湾市内の
マンションに赴くため国道３３１号線に入って那覇市街方面へ向かった（甲３７，
９９）。
　Aは，黒色ヘルメットをかぶり，Ｂ車両を本件自動二輪車（カワサキＦＸ４００
Ｒ。ナンバー「ｒめ７０８６」）で追跡し，信号待ちのため停車したＢ車両に接近
し，同日午後２時２５分ころ，那覇市a町b番ｂ２号北側約２０メートル先路上（第
１現場）において，所携の回転弾倉式けん銃をＢに向けて弾丸４発を発砲した。け
ん銃を４発発砲し終わった時点では，本件自動二輪車は路上に倒れていた。証人
Iは，車を急発進加速し，病院に向かい，途中，タクシー運転手に病院の場所を聞く
などし，ｓ病院横の那覇市a２町e番ｆ２号先路上（第２現場。第１現場から約１．
３キロメートルの地点。）に至り車を停めたが，同病院入口はシャッターが閉まっ
ていた。他方，Aは，Ｂ車が急加速したのを見て，１０メートルほど走って追いかけ
たが，その後，本件自動二輪車が倒れていた地点に戻り，同車に乗って，Ｂ車を追
跡した。そして，Aは，同日午後２時３０分ころ第２現場において，さらに弾丸１発
を発砲し，一連の銃撃によりＢを射殺した。
　その後，Aは，本件自動二輪車で第２現場から逃走した。なお，第２現場の路上に
Aが使用したけん銃が遺留された。Aは，那覇市ｔ－u丁目ｖ番ｆ３号所在の駐車場ま
で赴き，同所に本件自動二輪車を乗り捨て，かぶっていた黒色ヘルメットも付近に
投げ捨てた。午後２時３５分から２時４５分ころにかけて，同月７日に立ち寄った
ことがあった同市ｔ－u丁目ｆ番ｈ２号所在の洋服店でＴシャツ等を，同市ｔ－u丁
目ｂ番ｂ３号所在の靴店で靴と靴下をそれぞれ購入して着替えた上で，逃走した
（甲７７ないし８０）。
　同月２１日午前９時２５分ころ，本件自動二輪車が警察官に発見されたが，本件
自動二輪車は，車体番号の４桁以下はヤスリ様のもので削られ茶色に錆び付いて読
み取れない状態であった。また，付近には黒色ヘルメットが遺留されていた。
　本件自動二輪車の車体番号は上記のとおり４桁以下は読み取れない状態であった
が，エンジン番号から，車体番号はＺＸ４００Ｄー３０７１９９と判明した。
　同日（２０日），被告人及びAは，Ｋ，A２の偽名を用いて，那覇市辻u丁目ｆ番
u２号所在のa５ホテル７１４号室と７１６号室にチェックインした。同ホテルの記
録には，チェックイン時間は同日午後３時５分ないし６分ころと記録されている。



なお，７１４号室については，翌日の清掃時の記録には未使用と記載されていた。
　被告人とAは，翌２１日午後８時５０分に那覇空港発の飛行機で東京に赴き（甲７
６），同月２３日ころまで東京に滞在した後大阪に移動して２５日ころまで滞在
し，その後共に長崎に帰った。
　なお，Aは，Ｂ殺害に要した費用（交通費，宿泊費）は７５万円程度である旨供述
する（甲１１７）。
５　犯行後の被告人らの行動など
　被告人は，本件犯行後，同年５月ないし６月ころから長崎県を離れて，大阪付近
に居住するようになった。
　被告人は，証人Ｄ２に対し，電話で「雑誌見たか。」と話したことがあった。
　平成１４年７月ころ，大阪市ｙ区の神社の夏祭りの夜，被告人は証人Ｄ２の自宅
で，本件について，証人Ｄ２から「自分じゃないやろな。」などと尋ねられ，関与
を否定していたが，引き続いてしつこく尋ねられた後，「ああ，そうじゃ，俺じ
ゃ。」と答えた。しかし，その後，「俺じゃない。」とも言った。
　他方，Aは，同年７月３０日に本件により通常逮捕された。
　同日，警察官が，長崎市内のＦ方を捜索したが，その際，Ｆ方居室内の台所段ボ
ール箱内から約１００万円，居間洋服入れかご内から約５０万円，畳間押入内から
約５０万円など，現金合計約２００万円が発見されたが，Ｆは，これらの現金につ
いて亡母の保険金や葬儀後に残った金である旨供述した（甲８９，１０７）。
　また，警察官が証人Ｄ２方を捜索した際，「Ｎ組新情報Ｑ会ＮＯ．２射殺は九州
の系列組織か？」「Ｑ会のＢ副会長が射殺された事件で沖縄県警は九州で活動する
Ｎ組系３次団体の組織ぐるみの犯行と，ほぼ断定したという。」などという見出し
の，本件に関する記事のある雑誌数冊（週刊Ｙ６月１７日号，週刊Ｙ２６月２０日
号，月刊Ｙ３８月号（９月号が７月２９日発売であり，８月号は６月２９日ころ発
売とみられる。）など）が発見された。
　被告人は，証人Ｄ２に対して，「もう俺は捕まるから。」「警察に張られてるん
ちやうんか。」と話すことがあった。 
　被告人は，同年８月５日にＦと再度婚姻した。
　被告人は，平成１５年３月１７日，大阪市内で捜査官に発見され，本件により通
常逮捕された。
６　被告人の証人Ｄ２に対する言動
　被告人は，以下のように，交際していた証人Ｄ２に対して，平成１４年２月下旬
ころから，しばしば「会われへんようになる。」「大事なことに集中したい。」
「やることがある。」「何年も待っていられるか。」などと話したり，手紙を書く
ようになっていた。
　２月２１日ころ，被告人は，証人Ｄ２に対して，電話で「有給取って遊びに来い
や。もう，本気で会われへんようになるから。最後に会いたかった。」などと繰り
返し伝え，翌２２日夜には，大阪から長崎まで遊びに来るよう言って証人Ｄ２を呼
び出し，同日から同月２５日まで長崎で一緒に過ごした。
　証人Ｄ２が長崎に滞在している間，被告人は，証人Ｄ２に対し，「何年も待って
いられるか。」と尋ね，証人Ｄ２が，何故なのかと尋ねても，「お前は聞かんでい
い。組のことは聞くな。」などと答えていた。
　証人Ｄ２は，被告人の言動に心配して，自己の日記の２月２４日の欄に，「やめ
て・・・やめてほしい。」と記載した。
　３月１日，被告人は，証人Ｄ２に「明日からは連絡つかんからな。元気でおれ
よ。愛してたよ。」と話し，さらに，知人のＬを通じて，「信じて待っとけ。俺の
帰るところは証人Ｄ２のところやから。」などの言葉を証人Ｄ２に伝えた。
　以後，同月３日夕方に被告人から公衆電話で電話があるまでは，証人Ｄ２は被告
人と連絡をとることができなかった。同月９日，１０日にも被告人は，「本当に待
てるんか。」と証人Ｄ２に言った。
　同月１４日，被告人は，公衆電話から証人Ｄ２に電話をかけ，証人Ｄ２が「今ど
こ」と尋ねると「ちょっと・・・。」と言うだけで，「ちょくちょく電話をかけら
れるようにするから。」などと言った。
　同月２１日，被告人は，「明日からまた連絡が付かんからな。」と証人Ｄ２に言
い，２２日にも，「昼過ぎから連絡つかんからな。」と証人Ｄ２に言った上，２２
日未明には，証人Ｄ２宛に「今は俺にとって大事なことに集中したいだけやから少
しの間我慢しててくれ。」「俺は，この道でしか生きて行かれんのよ。」などとい
う内容の手紙を書いていた。



　同日夜，証人Ｄ２が，被告人の携帯電話に電話した際には，Aの姉と称する女性
が，被告人の携帯電話を預かっている旨話し，被告人は電話には出なかった。
　同月３０日，被告人は，電話で「また，つながらんようになるから。」と証人Ｄ
２に言った。
７　妻Ｆの雑記について
　Ｆは，平成１４年７月３０日に長崎市内の同女方から押収されたメモ帳に，「い
よいよ出発なのね・・・この手紙はラストレターじゃ（あくまで）ないからね。フ
ァイトレターであって，絶対に何があっても無事でおらんばばい。あんたね，マジ
で死んだりなんてしたら許さんけんね・・。本当はＦだって行ってほしくなんかナ
イさ。Ｈが行くって決めたことなんでしょう・・。もううちに言うたトキは，決め
てカラ，決まっての報告やったんよね」「前の（４年，５年前の）Ｆやったらあん
たから言われてたら，カワイク自分に素直のまま，行かないでって言えるんだろう
ケドね。行くのなら絶対に死んだら絶対に許さんけんね。」などと記述していた。
８　本件自動二輪車等の準備状況
　Aが犯行に使用した本件自動二輪車は，平成１２年１２月８日に福岡陸運事務所で
登録抹消されたが，その後，オークションに出され，平成１３年１月９日Ｄ３二輪
（長崎市g町hーa。代表者証人Ｄ３（以下「証人Ｄ３」という。））が落札してＤ３
二輪が保管してナンバーが付いてない状態で売り出していた。平成１４年１月から
２月上旬ころ，証人Ｄ３は，Ｄ３二輪で２人組の男に本件自動二輪車を販売した。
その際，男は，領収書も再登録のために必要な廃車届もいらないと言っていた。そ
の後，本件自動二輪車は同年３月２５日までには沖縄県内に搬送され，同日，那覇
港近くに駐車されているのが目撃されたが，その際は，ナンバープレートは付いて
いなかった（甲４４）。本件自動二輪車は，同年４月１０日ないし１２日ころから
本件犯行までの間には，那覇空港近くの給油所隣の空き地に駐車されていたことが
あった（甲４５）。
　本件自動二輪車は，Ｄ３二輪で販売された時点では無登録であったが，同年３月
２５日から本件犯行までの間に，福岡市ｘ区内で同年１月下旬ころから同年３月初
旬ころまでの間に窃取されたナンバープレートが取り付けられ（甲１２５），ま
た，購入後に車台番号が削り取られるなどの加工が施された（甲６５）。
　平成１４年７月３０日に警察官がＤ３二輪事務所を捜索した際，テレビ台引出内
から「Ｍ組二代目Ｍ会会長代行Ｘ２」と記載された名刺が発見された。なお，証人
Ｄ３の妻の弟で，Ｄ３二輪で働いたこともあるＮ２はＮ組系の暴力団員であった。
証人Ｄ３自身もかつて暴走族に入っていた。
　また，被告人らが沖縄で使用していた原動機付き自転車（ホンダアクト白色）
は，平成１３年１２月中旬以降に長崎県内で窃取されたもので，平成１４年２月２
５日午後７時から同月２６日午後１時頃までの間に福岡市ｘ区内で別の原動機付き
自転車から窃取されたナンバープレート（福岡市ｚれ４３－３３）が取り付けられ
た（甲１２６）。同車は，本件犯行の４，５日後（同月２４日から２５日ころ）
に，本件自動二輪車が同月１０日から１２日ころに駐車されているのを目撃された
那覇空港近くの給油所隣の空き地内に駐車されていたのが発見された（甲４５）。
　なお，被告人の携帯電話で，平成１４年２月２６日午前零時２４分ころ佐賀県内
から，同日１時３３分ないし４６分ころ福岡県内から通話がなされている（通話先
の者の氏名不明）。
第２　A及び被告人の供述
　１　Aの供述
　　　Aの本件に関する供述の大要は次のとおりである。
  　・　捜査段階において
　私は，ヤクザ社会で自分の名前を売ろうと１か月前からＢをターゲットにした。
写真を見てＢの顔を覚えた。６回くらい沖縄に来た。はじめの１回は一人で来た
が，その後は，被告人と一緒に来た。
　バイクは，私の手元に来たときは，ｒナンバーが取り付けられ，車体番号が削ら
れていた。私は，長崎市内の運送屋に沖縄までバイクを送ってもらった。事件の２
週間くらい前に，バイクが着くころを見計らって被告人と共に沖縄に来た。被告人
と一緒にバイクに乗るため，ｎでヘルメットを２個買った。何度か被告人とバイク
を二人乗りした。
　けん銃と弾は，長崎で，ある人から受取り，４月中旬ころ，私が沖縄に送った。
発送方法，届け先は言えない。事件の１週間くらい前に被告人と共に沖縄に来たの
は，けん銃を受けとるためとバイクを整備するためであった。



　本件当日，那覇に来てから，被告人と共にホテルに入り，フロントで宿泊カード
に私と被告人の名を署名した後，被告人をホテルに残し，一人でタクシーでポシェ
ットに入れたけん銃とバイクを隠してある港近くに行った。そして，ポシェットを
持ってバイクでホテル近くに戻り，ポシェットを持ってホテルの部屋に入りけん銃
に弾を込め，ホテルを出て，バイクに乗って空港に行った。
　空港の青空駐車場で，Ｂが現れるのを待っていた。当日，Ｂが空港に現れること
は誰かから連絡があったのではない。
  １時間くらいして，車の助手席に乗車したＢが現れ，これを追跡し本件犯行に及
んだ。
　　・　A自身の公判（平成１４年１２月３日）において
　被害者への報復と自分の名前を売るために本件犯行に及んだ。けん銃の入手先は
言えない。バイクは知り合いから手に入れた。
　　・  公判前の証人尋問（平成１５年５月１６日）において
　事件前に私が出金した銀行に入金したのも私である。事件当日，被告人の様子に
変わったところはなかった。
　　・　公判（平成１５年７月１０日）において
　Aは，ほとんどの質問に対して，「私の裁判で答えたとおりである。」と返答して
おり（質問自体A自身の公判における調書に記載のないものも多いにもかかわら
ず），供述を回避しようとする姿勢が強く，具体的な供述は極めて少ない。そし
て，「バイクは人に頼んで入手してもらったと言っているが，その人は被告人
か。」との質問に対して，「人です。」と答え，「被告人かどうかというのは，記
憶しているか。」との質問に対しては，「もう記憶はない。」と答えている。その
後，最終的には，本件自動二輪車を被告人が購入したことはないとも供述する。
　原付車は知り合いにもらった。知り合いの名前は言えない。被告人を一緒に連れ
てきたのはなぜか分からない。
　事件当日，Ｂがたまたま現れたのであり，この日にＢの関係者が沖縄に出入りす
るという情報は聞いていない。
　Ｂを殺すことを他の人と相談したことはない。被告人と相談した記憶はない。殺
した後も被告人に話してないと思う。
　２　被告人供述
　　　被告人の本件に関する供述の大要は次のとおりである。
　　・　捜査段階において
　沖縄にAと一緒に来たのは，Aから「個人的に用事があるので，観光を兼ねながら
沖縄に一緒に行こう。旅費は全部自分が持つから。」と誘われたからである。Aが何
のために沖縄に来ているのか，何のために私を連れてきているのか知らなかった。
ホテルにチェックイン後，昼はAと別行動をしていたので，Aが何をしていたか知ら
ない。私は，沖縄では，ぶらぶら遊んでいただけで，何もしなかった。夜は一緒に
飲食に出かけていた。旅費，宿泊費はAに出してもらっていた。
　４００ｃｃの単車や原付を本土から沖縄に送ったことはない。
　４月２０日の前に私の口座に金を入金した人は分からない。思いあたる人もいな
い。
  ４月１９日に長崎から福岡に出て，福岡のホテルに泊まったが，その時から，私
は熱があり，のどが痛くて，食べ物ものどを通らないような状態だった。しかし，A
一人で行かせるのは寂しいからかわいそうと思った。それで，Aと一緒に沖縄に来
た。私は，熱が下がらず，ずっとホテルで寝ていた。
  Ｂ殺害については，Aから何も聞かされていなかったし，事件後も聞いていない。
　　・　公判において
　Aとは，暴走族というかバイク仲間という感じで付き合うようになった。
　平成１４年５月にＧが刑務所を出所してからＰ一家に入ることを決めたが，それ
以前は，暴力団組員という認識はなかった。
　平成１４年２月終わりか３月に入ったころ，Aから「ちょっと沖縄に行くからつい
てきて。」という感じで言われて，ただで行けるんだと思い，三，四回Aと一緒に沖
縄に行った。AからＢをやるから一緒に来てくれないかというようなことは言われた
ことはない。
　私にはＨ２というおじがいて，その妻が沖縄の人で，２度ほど沖縄に来たことが
あり，風土が好きだった。
　Aがｗのホステスに荷物を預けた際にAについて一緒に行ったが，荷物の中身は分
からない。



　沖縄に来るとき，自分の携帯電話を置いてくることがあったのは，電話がしょっ
ちゅうかかってきたらうっとうしいからである。４月２０日に沖縄に行く前も，携
帯電話を名前は言えない知人に預けた。
　４月２０日，福岡から飛行機で那覇に来たが，のどが痛くて，食べ物，飲み物を
飲むのもしんどい状態で，頭もふらふらしていた。熱もあったと思うが計っていな
いので分からない。那覇空港に着いて，正午前ころa５ホテルに直行した。Aがたぶ
ん交渉してくれ，私は部屋に入って暗くなるまで寝た。夜になって，Aと一緒に国際
通りの方に食事に行った。
　翌日，東京に行ったのは，Aがちょっと東京に行くというので行った。Aから沖縄
での事件のことは聞いていない。
　平成１３年秋ころ，Ｎに預けていたバイクの件でＮが勤めていたＤ３二輪に２回
行ったことがある。２回ともAに車を運転してもらい行った。１回目は道に迷いなが
ら何回も電話して行ったが，Ｎと話しただけで帰った。２回目は道に迷わずに行け
た。その時は，Ｎから証人Ｄ３を紹介してもらい挨拶をした。それ以外にＤ３二輪
に行ったことはない。平成１４年１月から２月ころ，Ｄ３二輪に行ったことはな
い。Aからバイクを用意してほしいと頼まれたことはない。沖縄に来て，昼間自分は
大体寝ており，Aが何をしていたか分からない。Aから原付を借りてうろうろしてい
たことはある。
　証人Ｄ２に言った「しばらく会えなくなる。」というのは，私が長崎に帰るから
当分会えなくなるというだけの意味で，「連絡が取れなくなる。」というのは，妻
のＦといるときは連絡できないから，そういう言い方をした。
  「大事なことに集中したい。」という手紙を書いたのは，証人Ｄ２からの連絡が
ひどいからそう言えば連絡もしてこないだろうということからである。
  証人Ｄ２宅から押収された雑誌には，自分が買っていったものも入っているし，
Ｙ３は，入れ墨のタトゥを写真で載っているのがあって，証人Ｄ２が入れ墨に関心
があったことからその雑誌を教えたことがある。雑誌見たかとは言ったが，タトゥ
の関係である。
  証人Ｄ２は，自分らが沖縄によく行っていたので詮索したのではないかと思う。
第３　主な争点についての判断
１　証人Dの体験した事実について
　検察官は，本件はＭ組Ｐ一家の組織ぐるみの事件であると主張し，弁護人らはそ
の点について争っている。この点については，証人Dの供述の評価が重要となるの
で，その信用性について判断する。
・　証人Ｄの検察官調書の内容は，大要次のとおりである。
　私は，Ｎ組Ｍ組Ｎ３興業組長であるＮ３ことＮ４と知り合って，平成１１年７月
ないし８月ころから，行動を共にするようになり，同年１０月ころ，正式にＮ３興
業の組員になった。私は，正式組員になる前から，Ｎ３からＱ会組員の顔写真だと
いわれて四，五人分の写真や立ち回り先の飲み屋などのリストを渡されて，「Ｑ会
の人間を見付けたら，その所在をきっちり見付けとけ。」と指示され，Ｑ会組員の
所在を探していた。私は，平成１２年１月ころ，Ｍ組のトップであるＭ２会長に紹
介されたが，その際，Ｍ２から，「お前らは，Ｑ会の関係者の所在だけきっちりつ
けてくれたらええ。仕事をする実行部隊は別に待機させている。」と言われた。平
成１２年４月ころには，私はＭ２会長付きとなり，Ｍ２方に住み込んで，常時行動
を共にするようになった。平成１２年７月か８月ころ，Ｍ組若頭であるＰ２が，大
阪市ｙ２区内のＭ２の自宅を１人で訪ね，２階寝室で，Ｍ２と二人で話をしたこと
があった。その際，自分は寝室のすぐ外のドアの前に立って待機していたが，室内
からは，Ｍ２が「お前の所から兵隊出せるか。」と言い，Ｐ２が「分かっていま
す。」などと言って話し合っているのが聞こえた。その後しばらくして
，同様に，Ｍ２の自宅でＭ２とＰ２が話をしていた際にも，Ｐ２が「今，沖縄に潜
らせています。準備はできています。」と言い，Ｍ２が「兵隊は潜らせて銭がいる
んやったら言ってこい。」と言って話し合っているのが聞こえた。その後，別の用
事でＮ３と電話で話をした際，Ｎ３は「今，沖縄に潜っとんや。おっさんからの仕
事や。Ｍ４（Ｍ組組長秘書），若頭のところのAと潜っている。」と言った。「おっ
さん」とはＭ２会長のことである。Aは，一時，Ｍ組本部事務所に詰めていたことか
らよく知っていた。その後，Aの様子が気になり電話してみたところ，Aは，「今，
沖縄や。」と言っており，Aがヒットマンを務めるのだろうかと思いながら，「お前
が行くの。」と尋ねたところ，「そやな，俺がいかないけんやろ。」などと言って
おり，Aがヒットマンを命ぜられているのだと思った。平成１３年２月ころ，Ｍ２会



長宅を逃げ出したが，その後，Ｎ３やＭ２に電話をして脱退を承諾してもらった。
その後も，Aとは，時々電話で連絡を取っていたが，平成１３年暮れころ，Aと電話
で話をした際，Aは「仕事をするのに単車を取った。」「九州で取った。」と言って
いた。
・　これに対し，同人の公判廷での供述は，大要次のとおりである。
　平成１１年１０月ころ，Ｎ３興業の正式組員になった後，Ｎ３からＱ会関係の人
間だと言われて写真を渡され，他の組員と一緒にその所在を探したことがあった。
私は，Ｑ会への報復のために捜しているのだと自分なりに思っていたものの，何の
ために探すのか聞いていたか覚えてない。平成１２年夏ころ，Ｍ２の自宅で，Ｍ２
とＰ２が寝室か居間か部屋の中で，Ｍ２が「兵隊はできておるか。」と言い，Ｐ２
が「準備できています。」などと言っているのを部屋の外で木製ドア越しに聞いた
ことがあったが，この会話がＱ会に関係あるのではないかと思っていたかよく覚え
てない。また，Ｐ２が沖縄に潜らせていると話していたのを聞いた記憶があるが，
いつどういう機会のことだったか覚えていない。Ｎ３から電話で「仕事で沖縄の方
にいる。」と聞いたことがあるが，誰の指示かと言っていたか覚えていないし，私
自身は，Ｑ会に対する報復とは違う用事だと思っていた。自分が組をやめて九州の
方に帰ってきてから一，二か月後ころに，よく話しをして仲よかったし，九州にい
る人間だったので，Aに電話をした。その際，Aに，Ｑ会組員の襲撃に参加するのか
否かについて尋ねたかどうか記憶はない。ただ，時期は分からないが
Aに電話をした時，九州で単車を盗んだという話は聞いた。
私は，平成１３年２月にＭ２のもとから黙って出たとき，Ｍ２が経営する会社関係
の金８０万円を使い込んだことがあった。私は，絶縁処分を受けた。しかし，Ｍ組
長やＮ３に電話して，組をやめる承諾をもらった。８０万円については，親の方で
払ってもらった。
・　まず，証人Ｄの検察官調書と公判供述で変遷のない部分で，Ｍ２とＰ２との組
員を沖縄に行かせている旨の会話（これは平成１３年２月以前とみられる。）につ
いては，その会話より後の出来事ではあるものの，前記認定事実により認められ
る，Ｐ２がＶと沖縄に赴き車を調達するなどしたこと及びAが沖縄で本件の準備をし
ていたことと符合する。また，証人Ｄには公判廷であえて虚偽の事実を述べるよう
な事情はなく，逆に被告人又は暴力団組織に不利な事実を供述することで自らを危
険にさらすことになることに照らすと，少なくとも証人Ｄの公判供述での事実の部
分（「よく覚えていない。」と述べている部分以外）には信用性が認められる。
さらに，検察官調書の供述内容自体に不自然な点はないこと，公判廷では，Ｍ２と
Ｐ２の会話がＱ会に関係あるのではないかとはあまり思っていなかった，Ｎ３の沖
縄での仕事はＰ２の話とは別件だと思っていた等と意識的に自分の体験した事実と
本件との関連付けを避けようとしているとみられるような供述をしていること，検
察官の取調べの時には記憶のとおり供述し，調書の内容を確認し，間違いないとい
うことで署名押印した旨供述していること，当初は法廷で証言することについて安
全を脅かされる不安があったとも供述していることなどに照らすと，証人Ｄの公判
廷における供述は，Ｍ組による報復を恐れて，故意にＭ組と本件との関連付けを避
け，後退した供述をしていることが認められ，検察官調書の記載に信用性が認めら
れる。したがって，検察官調書と公判供述で変遷のある，検察官調書の，「兵隊は
潜らせて銭がいるんやったら言ってこい。」というＭ２のＰ２に対する言葉，「Ｍ
２からの仕事で，Ｍ組組長秘書のＭ４，Aなどと一緒に沖縄に潜伏している。」旨の
Ｎ３の言葉，証人ＤがAに電話した際，Aが「今，沖縄や。」と言っており，「お前
が行くの。」と尋ねたところ，「そやな，俺がいかないけんやろ。」
などと言った一連のやりとりについても，信用性が認められる。
・　弁護人らは，証人Ｄの供述について次のとおり信用性がない旨主張するが，い
ずれも採用できない。
ア　弁護人らは，証人ＤがＭ２とＰ２との会話を聞いた時期から本件までは約２年
を経過しており，当時関係者が沖縄で活動していた裏付けもないと主張する。しか
し，前記認定事実によれば，被害者の殺害は，Ｎ組系暴力団内では平成１０年ころ
から企図されていたことであり，平成１２年にかかる会話がなされていること自体
は不自然ではない。また，当時関係者が沖縄で活動していた裏付けがないことも，
その当時の状況が単に解明されていないというものに過ぎず，前記認定を覆す事情
ではない。
イ　弁護人らは，証人Ｄは，Ｍ２とＰ２の会話部分の前後関係については具体的に
覚えておらず，本件に関連する部分のみ覚えているのは不自然であると主張する。



しかし，証人Ｄの供述によれば，かねてからＱ会の組員を捜すよう指示されていた
というのであるから，「兵隊」という襲撃を連想させる言葉を含む会話であれば，
それだけ印象が強いものと考えられる。また，Ｍ２とＰ２の会話は，証人Ｄが事情
聴取を受けた２年以上前の出来事であり，記憶喚起も容易ではないと考えられると
ころ，本件との関連で聴取を受けている状況であれば，印象深い本件に関連する部
分のみ記憶が喚起され，他の部分については具体的に記憶喚起できないことも特段
不自然とは考えられない。
ウ　弁護人らは，仮にＭ２とＰ２とのやりとりがあったとしても，その内容からし
てひそひそ話でするはずであり，分厚いドア越しに証人Ｄが聞くことはできないと
主張する。しかし，証人Ｄは公判廷でもドア越しに会話が聞こえたと明言してお
り，そもそも証人Ｄはボディーガードとして警備や人払いを任されていたもので，
証人ＤもＱ会組員探しを指令されていたというのであるから，前記やりとりは証人
Ｄに聞かれることを強く警戒する内容ではなく，証人Ｄが人払いをしているのであ
れば，それ以外の人間に会話が漏れる心配はない状況にもあるといえることからす
ると，Ｍ２らがＭ２の自宅内でひそひそ話をする必要性までは認められず，ドア越
しにある程度会話が聞こえるような声で会話することが不自然とはいえない。
エ　弁護人らは，金員横領で除籍処分を受けた証人ＤにAが自分がヒットマンを務め
るかのような不用意な発言をするはずがないと主張する。しかし，証人Ｄの検察官
調書におけるこの供述は，同人が平成１３年２月に組をやめる前のものとされてい
るもので，この点の弁護人の主張自体理由はなく，また，証人Ｄは，Ｑ会組員への
襲撃について少なからず知っていたのであり，前記会話内容を見ても，内容的には
さほど具体的ではなく，双方の解釈がなければ本件との結びつきを想定できないと
みられることからすれば，暴力団組織の下の者同士の会話として，前記のような会
話がなされたとしても，不自然とはいえない。
オ　弁護人らは，本件自動二輪車とAから聞いた単車窃盗の話は結びつかないと主張
する。確かに，Ｄ３二輪から購入した本件自動二輪車とは結びつかないが，原動機
付き自転車（窃取された物）との関係では符合するもので，この点が前記認定を覆
すものではない。
・　以上によれば，証人Ｄが平成１１年ころから写真を渡されてＱ会組員探しを指
示されていたこと，Ｍ２とＰ２が前記のような会話をしていたこと，Ｎ３がＭ組の
仕事として沖縄に行っていたこと，Aに電話した際，前記のようなやりとりがあった
ことが認められる。
２　ホテルのチェックイン時間について
　被告人は，前記のとおり，本件犯行前日から，のどが痛く頭もふらふらするなど
体調が悪かったことから，那覇空港到着後すぐa５ホテルに向かい，正午前にチェッ
クインして，夜になってAと－緒に国際通り付近に食事に出るまでは，ずっと客室内
で寝ていた旨供述している。
　しかし，同ホテルのチェックイン等の状況を記録したジャーナル（甲１１２）に
は，被告人らの宿泊した７１４号室及び７１６号室について午後３時５分及び午後
３時６分にチェックイン手続が行われた記録があることが認められる。さらに，同
ホテルの従業員証人Ｄ５は公判で，同ホテルのチェックイン時間は午後３時と決ま
っており，チェックイン時間は厳守していたこと，証人Ｄ５が責任者として勤務し
ていた平成１４年２月２２日（ホテルオープン日）から同年６月までの間に，チェ
ックイン時間より前に客をチェックインさせたことはないこと，証人Ｄ５がフロン
トにいないときに別の従業員が対応したとしても，責任者である証人Ｄ５に連絡が
来ることになっていたこと，同年４月２０日は，証人Ｄ５がフロントで勤務した
が，チェックイン時間より前に客をチェックインさせたことはないことを供述して
おり，事件とは無関係な第三者である証人Ｄ５が虚偽の証言をする事情も特に認め
られないことに鑑みると，証人Ｄ５の供述は信用できる。そして，体調が相当に悪
い（被告人は，公判で「生まれて初めてぐらいの具合の悪さで」と供述する。）に
もかかわらず特に理由もなく沖縄に来たという被告人供述は不自然であ
ること，被告人は，４月２０日午前１時１５分に証人Ｄ２に約７分間電話して，子
供の誕生日のお祝いを述べているが，その際，自己の体調が悪いことを述べた形跡
はないこと（証人Ｄ２の３月４日の日記には，被告人が電話で「しんどい。頭痛い
し調子悪い。」などと話した旨記載されているのに，４月２０日の日記には，子供
の誕生日のお祝いを述べたことなど（「おめでとうと言っといて，と言ってくれた
ね。映画見にいくねんと言ったね。」）の記載はあるのに，体調についての記載は
ないが，７分間も会話しながら，体調の悪さについての話をしないというのは不自



然である。），Aも，ホテルのチェックイン時間については被告人の弁解に沿う供述
をするものの，被告人の体調不良の件については供述していないことにも鑑みれ
ば，被告人のこの点の供述は信用できず，被告人が同ホテルにチェックインして入
室した時間は午後３時ころであったことが認められる。
　したがって，被告人は本件犯行当時，ホテルにはいなかったことが認められる。
　３　本件自動二輪車を購入した者の容貌について
　検察官は，本件自動二輪車を証人Ｄ３から購入した者（以下単に「購入者」とい
う。）は被告人であると主張し，弁護人らはその点を争っている。
　 　この点については，本件自動二輪車を販売した証人Ｄ３が，その購入者につ　
　いて捜査段階と公判段階で供述を変遷させているので，その信用性について判　
　断する。
・　証人Ｄ３は，検察官調書において，購入者の特徴について，身長１７０センチ
メートル前後，やや痩せ型，面長，二重で目がぱっちりしていてまつげが長い，ひ
げは生やしておらず，黒色のつば付き帽子に，黒色系の長袖トレーナーのような上
着，紺色系のＧパンのようなズボン，年齢は２０歳代半ばくらいと供述をした上
で，３０枚の写真の中から被告人の写真を抽出し，断言は出来ないものの被告人に
似ている旨供述している。そして，本件自動二輪販売以前に従業員のＮとトラブル
になり，Ｄ３二輪にＨ（被告人）が訪ねてきたことがあって，珍しい名前なので名
前は覚えていたが，その際は顔についてはっきりと覚えていなかったと供述してい
る。
・　これに対し，証人Ｄ３は，公判段階では，「警察官から写真台帳を示されて，
どれが似ているかと聞かれたので，購入者と似たタイプの男を選べばいいのだと思
い，軽い気持ちで４番の写真を指し示したところ，Ｈという名前の人物だと教えら
れた。その名前を聞いて，Ｈなら以前バイクのトラブルでＮを訪ねて来た時１度顔
を会わせたことがあり，挨拶程度はしていたから，購入者とは違うと思い，その旨
警察官に話した。検察官の取調べの際も，購入者はＨではないと話した。Ｈは，警
察官に見せられた写真台帳の中では購入者に顔の感じが似ているというだけであ
り，購入者は，被告人ではない。」旨供述している。
　　そして，捜査段階で公判段階と異なる供述をした理由については，「四，五日
間にわたって連日取調べを受けて，早く終わらせたいと思った，そう話さないと帰
さないような勢いだった。似てないとは言いきれないぐらいの表現にしとこうと言
われて，それでいいですよって言って，捺印はした。」旨供述している。
・　検察官調書には，本件自動二輪車購入者の特徴については，「二重で目がぱっ
ちりしていてまつげが長い。」などと具体的な供述がなされていること，もう１人
の同行者については，顔ははっきり覚えていないと記載されており，捜査官が証人
Ｄ３の記憶がをはっきりしない点を誘導するような形跡は見当たらないことなどに
照らすと，検察官調書の記載は信用性が高いものと見られる。
　　証人Ｄ３は，被告人とは本件販売以前に一度面識があり，被告人が購入者では
ない旨供述するが，証人Ｄ３は面割の際に被告人の顔写真を見てもそれがＮとのト
ラブルの件で来たＨ（被告人）という人物だとは分からなかったのであり，証人Ｄ
３はＮのトラブルの件で被告人がＤ３二輪に来た際は，挨拶程度しかしていなかっ
たというのであるから，その人相についてさほど記憶しておらず（公判段階でも，
もじゃもじゃ頭，眉毛が濃い程度しか供述していない。），その後，本件自動二輪
車販売の際に，被告人に会っても以前に会ったことのある人物だと気付かなかった
としても，不自然とはいえない。
　　そして，証人Ｄ３は公判において，検察官の取調べの際にまず被告人の写真
（甲１１５の④）を示しているにもかかわらず，他の写真（同・）を示したかのよ
うな供述をし（２３８項），検察官の取調べの際に，バイクを買いに来た人間に似
ている顔があったかと聞かれたことについて何と答えたのか，４番の写真（被告人
の写真）を選んだのを覚えているかという質問に対し，「終始，犯人にしたいのは
勝手ですけど，そのせいでこの人間が捕まっちゃったというとあかんけんがって，
違うって私ずっと言ってますよとは言うたんですけど（２４９項）。」「それは調
書とるときがどんなことを聞かれたか，４番が似てる，もうＨという人間分かって
ますけんが，どれが似てるかと言われれば答えたかもしれんですけど，この人間が
犯人とかそんなこと全く言っとらんですもんね（２５０項～２５１項）。」などと
購入者と被告人との同一性について供述を渋る態度が看取できる。
　　また，証人Ｄ３の取調べを担当した警察官Eは，公判廷において，「証人Ｄ３の
取調べは，平成１４年７月３０日は午前１０時５０分ころから午後７時半ころま



で，同月３１日は午前９時ころから午後１時少し前ころまでと，同日午後５時ころ
から午後７時半ころまで，同年８月１日は午後５時頃から午後７時半ころまで実施
し，同月２日夕方と同月５日夕方に供述調書を作成した。同月３日，４日は，証人
Ｄ３に仕事等の予定があるとのことで，取調べを行わなかった。」旨供述し，特に
この供述の信用性を疑わせる事情もない。したがって，取り調べはそれなりに証人
Ｄ３の都合を考慮した形で行われていることが認められ，証人Ｄ３の四，五日間に
わたって連日取調べを受けて早く終わらせたいと思った，そう話さないと帰さない
ような勢いだったという供述は信用できない。
　　さらに，Eは，「７月３０日の取調で，バイクを売った相手の特徴を聞くと，
「目がぱっちりとした感じでまつげが長い。」などと供述した。さらに，写真台帳
を示したところ，証人Ｄ３は写真台帳を最初から見ていき，４番の写真のところ
で，「この人によく似ている。」と言い，さらに最後まで写真台帳を見せた上で改
めて尋ねたところ，「断言は出来ないけれども，この人によく似ている。」と言っ
た。その後，４番の写真がＨ（被告人）のものである旨話したところ，証人Ｄ３
は，「Ｈというのは以前Ｄ３二輪に２度来たことがある。」と述べた。そこで，そ
れなら被告人をその時（Ｎの関係で来た時）に見ており，バイクを売った人物が被
告人であったと分かるだろうと聞いたが，証人Ｄ３は，「自分はバイクの修理か何
かをしていて関心がなかったのでＨの顔はよく見なかったし，チラッと見ただけだ
ったので，ほとんどＨのことは記憶になかった。Ｈとはその際，話はしていな
い。」と言った。」旨供述しているところ，Eは，当初は証人Ｄ３自身の本件殺人事
件への関与（幇助等）も疑っていた状態であり，さらに，以前のＮの件で証人Ｄ３
は被告人と面識があったことから，面割りの際，被告人の写真を指した証人Ｄ
３の供述を直ちには信用せず，取調べを重ねたが，証人Ｄ３の話し方が淡々とした
態度であったため信用するようになったというのであり，その経緯も不自然ではな
く，このEの供述も信用できるものである。
　　したがって，証人Ｄ３の検察官調書は信用でき，購入者は被告人に似た人物で
あったと認められる。
・　本件自動二輪車販売時の状況などについて
　　証人Ｄ３の捜査段階及び公判段階の供述によれば，次の事実が認められる。
　　本件自動二輪車は，証人Ｄ３が平成１３年１月にオークションで落札した物
で，無車検無登録で，後方部分の取り外しが出来ず，暴走族が好む改造ができない
ため人気がない物であったが，証人Ｄ３は修理すれば売れると考えていた。証人Ｄ
３は，雑誌広告に載せたり，オークションに出品したりしたが，買い手がつかなか
った。平成１４年１月から同年２月上旬ころ，証人Ｄ３の携帯電話に若い男の声で
電話があり，「１０万円くらいのバイクありますか。ちゃんと動けば書類なしでも
いいんですけど。」と言った。証人Ｄ３は，相手は暴走族だと思い，改造しやすい
ＸＪＲを紹介したところ，男は「そのバイクを下さい。今日の夜，取りに行きま
す。」と言っていた。その１時間後にまた同じ男から電話があり，「さっき電話し
た者ですけど。そのバイクはどんなバイクですか。もう少し詳しく教えてくださ
い。」と言うので，証人Ｄ３がハンドルが内側に絞ってあって，マフラーも真ん中
付近から切ってあると答えると，男は「もうちょっとまともなバイクがいい。」と
言うので，証人Ｄ３が普通に乗れる本件自動二輪車を勧めたところ，「それでいい
です。夜９時過ぎころに取りに行きます。」と言った。その男は特に値切る
ようなこともなかった。その日の午後９時過ぎころ，白色軽トラックが来てＤ３二
輪の前に駐車し，２人連れの男のうち１人の男の方が事務所の方にやってきて，証
人Ｄ３に「電話した者ですけど。」と言ってきた。証人Ｄ３が本件自動二輪車を指
してエンジンの掛け方を説明すると，男は「これをもらいます。」と言い，証人Ｄ
３が領収書や廃車届などの書類を用意すると言うと，いらないとのことだった。証
人Ｄ３がエンジンキーと車両本体を引き渡すと，男はバイクを軽トラックに積み込
み，矢上町方面へと走り去っていった。
　　購入者は，身長１７０センチメートル前後，やや痩せ型，面長，二重で目がぱ
っちりしていてまつげが長い，ひげは生やしておらず，年齢は２０歳代半ばくらい
であり，被告人に似た男であった。
４　被告人が証人Ｄ２に本件犯行に関する記事が掲載された雑誌を読むように話し
たか否かについて
　検察官は，本件犯行後，被告人が証人Ｄ２に対し，電話で「雑誌見たか。」など
と言って本件に関する記事を読むよう促すような発言をしていたと主張し，被告人
はこれを否定するので，この点について判断する。



・　証人Ｄ２は，「平成１４年６月ころ，被告人から，多分電話がかかってきてだ
ったと思うが，「雑誌見たか。ｚとかに売ってるわ。」と言われた。最初は何のこ
とか分からなかったが，被告人からＮ組関係の記事である旨言われた。その日のう
ちにコンビニのｚストアで雑誌を買って読んだと思う。雑誌には，沖縄でＱ会の幹
部が射殺されたという記事が載っており，被告人が沖縄の事件と言っていたと思っ
たので，これが被告人が話していた記事だと思った。その後，被告人と話をした
際，あらためて雑誌の記事を読んだか尋ねられたので，読んだと答えた。被告人
は，雑誌に掲載されていた似顔絵について，「誰に似てんやろな。」などと言って
いた。」旨供述する。
・　前記認定事実によれば，証人Ｄ２の居宅から，平成１４年６月ころに販売され
た本件に関する記事が掲載されている雑誌数冊が発見されており，これは前記証人
Ｄ２の供述に沿うものである。また，証人Ｄ２の供述態度をみると，雑誌の件につ
いては前記のように具体的に供述しており，被告人がいないときも雑誌は買ってい
た，以前にも雑誌見たかという話はされたような気がする等，事実は事実として述
べており，被告人の言動を無理に本件に結びつけようというような様子はみられ
ず，信用できるものといえる。
・　弁護人らは，証人Ｄ２が刑事から被告人がＦと再入籍したことを知らされたこ
とから，自分が裏切られたと思い，被告人に反感を持ち，捜査機関に迎合している
ことが明らかであるから，証人Ｄ２の供述は信用できない旨主張する。　しかし，
証人Ｄ２の供述態度自体，故意に被告人と本件を結びつけようとするものでないこ
とは前述のとおりであるし，証人Ｄ２が被告人が妻と復縁したことで裏切られたと
思っていたとしても，それが本件のような重大事件の犯人として被告人を陥れよう
とする動機とはなり得るとは考え難い。したがって，弁護人の主張は採用できな
い。被告人は，入れ墨のタトゥを写真で載っているのがあって，証人Ｄ２が入れ墨
に関心があったことから雑誌を教えたことがある旨の供述もなすが，前記認定の経
緯に照らし信用できない。
・　以上によれば，被告人が証人Ｄ２に対し，電話で「雑誌見たか。」などと言っ
て本件に関する記事が掲載された雑誌を読むよう促していたことが認められる。
第４　共謀の存否についての判断
　前記のとおり，本件犯行は，Aが実行したもので，被告人に本件犯行についての共
謀があったかが問題となる。
　A，被告人は，捜査，公判を通じて，本件犯行について共謀したことはない旨供述
するので，本件における状況事実等から共謀が認定できるかについて検討する。
　１　共謀認定について積極的に働く事実
・　Ｍ組は，配下組員も含め，沖縄に居住するＱ会関係者襲撃を計画しており，Aの
本件犯行は，Ｍ組による組織的犯行としてなされたとみられること
　　Aは，Ｂへの報復と自分の名前を売るために本件犯行に及んだもので，Ｂ殺害を
他の人と相談したことはない旨供述する。
　　しかし，前記認定事実によれば，
　　Ｎ組若頭（O組組長）C殺害によるＱ会への報復として，Ｎ組傘下組織組員によ
りＱ会副会長であったＢもその襲撃の標的とされていたこと，
　　O事件当時，Ｍ組はO組傘下の組織であり，Ｍ組の組長以下構成員には，組織と
して，O組組長殺害の報復として，Ｑ会のトップに近いＢの殺害を意図する動機が存
すること，
　　Ｂは，O事件以後，Ｎ組からの報復をおそれて，沖縄県内において，ホテル等を
転々としながら厳重に自己の所在地を秘匿していたこと，
　　平成１１年１０月前後にＭ組Ｎ３興業組員となった証人Ｄは，Ｎ３興業組長の
Ｎ３から写真を渡されてＱ会組員探しを指示されたこと，更に，証人Ｄは，平成１
２年４月ころからＭ組組長付をしていたが，Ｍ組組長のＭ２とＭ組若頭でＰ一家総
長のＰ２が，平成１２年７月か８月ころに，Ｍ２が「お前の所から兵隊出せる
か。」と尋ね，Ｐ２が「分かっています。」と答えるなどし，そのしばらく後に
は，Ｐ２が「今，沖縄に潜らせています。準備はできています。」と言い，Ｍ２が
「兵隊は潜らせて銭がいるんやったら言ってこい。」などと言うなどして話し合っ
ているのを聞いたこと，
　　証人Ｄは，その後，Ｎ３から電話で「今，沖縄に潜っとんや。おっさん（Ｍ組
長の意）からの仕事で，Ｍ４（Ｍ組組長秘書），Aと潜っている。」旨聞いたこと，
その後，電話でAと話した際，同人が「今，沖縄や。」と言っており，証人Ｄは，A
がヒットマンを務めるのかと思い「お前が行くの。」と尋ねたところ，Aは「そや



な，俺がいかないけんやろ。」などと言っていたこと，
　　Aは，Ｐ２の配下で，Ｐ一家若中であり，Ｐ２としばしば連絡を取っていたこ
と，
　　Ｐ２は，平成１３年１１月ころ，沖縄に赴き，借家や車を調達する活動をして
いたこと，
　　Aと被告人の沖縄での滞在費用は少なくとも７５万円かかっているところ，A自
身にそのような収入があることを窺わせる事実はみあたらず，他の者から拠出され
たものとみられること（前記のとおり，Ｍ２は沖縄で組員が活動する費用を支出す
る旨話している。），
　　現に，本件犯行前日の４月１９日午後３時４０分から３時４１分にかけて，氏
名不詳者からA名義の預金口座に現金１２万円が入金され，その直後にAは同金額を
引き出し，同日福岡から那覇までの翌日の航空券を予約していたこと，
　　Aは，沖縄では，自己の個人用の携帯電話とは別に仕事で持たされているとする
携帯電話を使用していたこと，
  　本件犯行時，Aが供述する見張り状況を前提とすると，Aが何の情報もなく単独
で見張りをして被害者の乗った車を見つけて追跡することは極めて困難であり，少
なくともＢの情婦証人Iが搭乗している飛行機の到着予定時間の情報を得ていること
が必要であり，Aが本件犯行当日，Ｂが証人Iの出迎えのために那覇空港に現れる数
時間前に沖縄に来て本件犯行に及んでいることに鑑みれば，Aとは別に大阪に居住す
る証人Iの動向を探る協力者の存在があったとみられること，
　　が認められ，以上の諸点に照らすと，Ｍ組は，配下組員も含め，沖縄に居住す
るＱ会関係者襲撃を計画し，Aの本件犯行は，Ｍ組関係者による組織的犯行としてな
されたものと認められる。
・　被告人は，平成１３年秋ころから，実質的にＭ組Ｐ一家構成員として活動して
いたとみられること
　　被告人は，「平成１４年５月にＧが刑務所を出所してからＰ一家に入ることを
決めたので，それ以前は，暴力団組員という認識はなかった。」旨供述する。
　　しかし，前記認定事実によれば，
　　被告人は，服役中の平成１２年には，Ｐ一家若中としてＭ組の住所録に登載さ
れるようになっていること，
　　平成１３年７月１１日に出所した後は，Ｐ一家構成員としての自己の名刺を所
持するなどし，同構成員であったAと行動を共にし，自己及び妻の居住地でＰ一家の
活動拠点である長崎とＭ組本部事務所のある大阪を行き来していたこと，
　　Ｍ組本部事務所の事務所当番は，Ｐ一家を含めた下部団体が持ち回りで行って
いたこと，
　　被告人は，同年１０月ころから親密に交際していた証人Ｄ２に対して，「事務
所当番のために大阪に来る。」などと言っていたこと，
　　同年１０月ころには，自己の指を詰め，その理由について，証人Ｄ２には，
「上の者に腹がたってやった。」などと言っていたこと，
　　同年１１月ころから平成１４年４月までの間，Ｐ一家総長のＰ２との間で頻繁
に携帯電話で連絡を取りあっていたこと（平成１３年１１月１日から平成１４年２
月２８日までの間で被告人からＰ２に対するものだけで４４回，平成１４年３月１
日から同年４月１９日までの間で両者相互間で合計３８回），
　　が認められ，以上の諸点に照らすと，被告人は，少なくとも平成１３年秋以降
は，実質的にＭ組Ｐ一家構成員として活動していたことが認められる。
・　被告人はAがＢ殺害（射殺）を実行しようとしていたことを認識しており，被告
人が本件犯行前からAと共に何度も沖縄に来ているのは，Ｂ殺害に向けての準備であ
ったとみられること
　  被告人は，本件犯行の前後を通じ，AからＢを殺すことを話されたことはない旨
供述し，Aも，Ｂを殺すことを被告人に相談したことはないし，本件犯行後も被告人
に話してない旨供述する。また，被告人は，「沖縄にAと一緒に来たのは，Aから
「個人的に用事があるので，観光を兼ねながら沖縄に一緒に行こう。旅費は全部自
分が持つから。」と誘われたからである。Aが何のために沖縄に来ているのか，何の
ために私を連れてきているのか知らなかった。」旨供述する。
　　しかし，前記認定事実によれば，
　　被告人は，Aとは旧知の間柄であり，同じＰ一家の構成員として活動しており，
以前被告人が行った強盗致傷事件の際にはAが被告人の逃亡を手助けしたほどの仲で
あり，また，Ｂ殺害はＭ組による組織的犯行として計画されていたものであるか



ら，AがＢ殺害を被告人に秘匿すべき理由はないこと，
　　被告人は，本件犯行の実行犯であるAと共に数回（本件犯行当日よりも前に６回
程度）沖縄に来て滞在しているが，Ｂ殺害と関係なしにAが被告人を沖縄まで同行す
る理由はないこと，
　　被告人は，Aと頻繁に携帯電話で連絡を取り合っていたこと（平成１３年１０月
５日から本件犯行前日の平成１４年４月１９日までの間で合計６１６回），
　　被告人は，沖縄では，自己の携帯電話の使用を避け，仕事用と称する携帯電話
を使用しており，本件犯行時は自分の携帯電話を他人に福岡から長崎へ持って帰ら
せることまでしていること（観光のためであるならこのようなことをする必要性は
想定しがたい。本件犯行を企図していたとすると，事後に，携帯電話の履歴等から
捜査機関に沖縄での行動状況がある程度明らかにされてしまう可能性などがあるか
ら，これを回避するすることが想定できる。），
　　被告人は，Aと共に沖縄で訪れたクラブのホステスには仕事で沖縄に来たと言
い，しばらく地元に帰る旨述べて荷物を預けたりしていたこと，
　　本件犯行前日に，前記Aと同様，氏名不詳者から被告人の口座に現金が振り込ま
れ，被告人はそれを引き出し，同日福岡から那覇までの翌日の航空券を予約してい
たこと，　
　　被告人は，平成１３年１２月以降に長崎県内で窃取され，平成１４年２月２５
日から同月２６日にかけて福岡市内で別の原動機付き自転車から窃取されたナンバ
ープレートが取り付けられた原動機付き自転車を沖縄県内で使用していたこと，
　　Ｂは，前記のとおり，Ｎ組による襲撃をおそれ，沖縄県内において住居を転々
と変えて自己の所在を隠していたもので，Ｂを判示のように襲撃し殺害するために
は，同人の動向を探りその所在を確認することが不可欠であり，被告人が沖縄県内
で原動機付き自転車（しかも，盗んだナンバープレートを取り付けた盗難車）を乗
り回す理由は，Ｂの動向を探るため以外には想定できないこと，
　　本件は，O組長射殺事件の報復としてなされるもので，本件経緯に照らしてもＢ
の襲撃はけん銃による射殺が想定されること
　　が認められ，以上の諸点に照らすと，被告人は，Aに誘われ，単に沖縄に観光に
来ていたとは到底考えられず，被告人はAがＢ殺害（射殺）を実行しようとしていた
ことを認識しており，被告人が本件犯行前からAと共に何度も沖縄に来ているのは，
Ｂの動向を探るなどＢ殺害に向けての準備であったと認められる（弁護人は，被告
人がＢの動向調査を行ったとの事実の証拠はない旨主張するが，前記の各事実に照
らすと，同事実は合理的疑いを入れることなく認定できる。）。
　被告人，Aのこの点に関する前記供述は，不合理で信用できない。
・　被告人は本件当日もAと一緒に沖縄に来て，本件犯行後にはAと共にホテルにチ
ェックインしており，Aが本件犯行に及んだ時間帯の被告人の行動も明確でないこと
  　前記認定事実によれば，
　　本件当日午前１０時半ころ，被告人とAは，那覇空港に到着したこと，　Aは，
同日午後２時２５分ころ，那覇市a町b番ｂ２号北方約２０メートル先路上（第１犯
行場所）においてけん銃を発射し，同日午後２時３０分ころ，同市a２町e番ｆ２号
先路上（第２犯行場所）において，けん銃を発射してＢを殺害したこと，
　　その後，Aは，本件自動二輪車で現場から逃走し，同市ｔ－u丁目ｖ番ｆ３号所
在の駐車場（第２犯行場所から公刊地図で計測すると直線距離で約１．５キロメー
トル）にこれを乗り捨て，午後２時３５分ころから午後２時４５分ころにかけて同
市ｔ－u丁目ｆ番ｈ２号所在の洋服店（前記駐車場から公刊地図で計測すると直線距
離で約２００メートル）でＴシャツ等を購入し，同市ｔ－u丁目ｂ番ｂ３号所在の靴
店（前記洋品店から公刊地図で計測すると直線距離で１００メートル以内）で靴を
購入して着替え，その後，同市辻u丁目ｆ番u２号所在のa５ホテル（前記靴店から公
刊地図で計測すると直線距離で約２３００メートル）に赴き，午後３時５分ないし
６分ころ，同所において，被告人と共にチェックインしたこと
　　が認められる。
　　被告人は，本件当日午前１０時半ころ那覇空港に到着するまでAと行動を共にし
ており，本件犯行の約３５分後の午後３時５分ないし６分ころにも，前記ホテル
に，Aと共にチェックインしており，Aが本件犯行に及んだ前後の被告人の行動は明
らかでない。
　　しかし，前記のとおり，被告人は，ホテルに入った時間について虚偽の供述を
なしているが，被告人が本件犯行に関係ない行動をとっていれば，このような供述
をなす必要はなく，被告人は，那覇空港到着の午前１０時半ころからホテルチェッ



クインの午後３時５分ころまでの間，Ｂ襲撃に関係のある行為に及んでいたとみら
れる。
・  本件犯行においてAは本件自動二輪車を使用しているが，被告人は，これを購入
し，その後，Aに引渡されたと認められること
　被告人は，本件自動二輪車を証人Ｄ３から購入したことはない旨供述する。
　しかし，前記認定事実によれば，
　本件購入者は被告人に似た人物であったこと，
　本件自動二輪車は平成１４年１月から２月上旬の間に長崎県内で販売されている
が，甲１０６号証によれば，平成１４年１月から２月上旬の間に長崎県内で被告人
の携帯電話から発信がなされており，その相手にＦ及び証人Ｄ２が含まれているこ
とから，被告人自身が使用したことが認められ，Ｄ３二輪で本件自動二輪車が販売
された時期に被告人が長崎にいた期間があり，被告人が本件自動二輪車を購入する
ことは可能であったこと，
　本件自動二輪車は，購入後，Aに引渡され，同人が本件犯行の際に使用したこと，
　本件購入者は，普通に乗れるバイクであれば，車種も登録の有無も問わず，再登
録するための廃車届も必要ないという考えであり，本件犯行に使用される予定であ
るとの事情を知っている者であるとみられること，
　被告人は，当時Aと行動を共にしていたことが多く，被告人は，AがＢを殺害しよ
うとしているのを認識していたとみられること，
　Aは，沖縄で，本件自動二輪車に被告人と二人乗りをしたこともあった旨供述して
おり，被告人自身も本件自動二輪車を利用したことがあったとみられること，
　Aは，本件自動二輪車は知り合いから入手した旨供述していること（Aは，公判
で，本件自動二輪車を入手してもらった人が被告人かどうか記憶しているかとの質
問に対し，いったんは「もう記憶にない。」と答え，明確には否定しなかった。な
お，Aは，最終的には，本件自動二輪車を被告人が購入していないとも供述するが，
本件自動二輪車を入手してもらった人物が被告人であったかどうかについて記憶を
失うということは想定できないにもかかわらず，当初は「もう記憶にない。」と答
え，被告人ではないと当初は明確に否定しなかったことに照らすと，その供述は不
自然である。），
　被告人は，Aの親しい知り合いであり，Aが被告人に犯行に使用する予定の自動二
輪車の入手を依頼することは自然で合理性があること
　が認められ，以上の諸点を総合すると，被告人は，本件自動二輪車を購入し，そ
の後Aに引渡されたものと認められる。
　そして，前記認定事実及び本件経緯に照らすと，被告人は，本件自動二輪車がＢ
殺害の犯行に利用されるのを認識していたものと認められる。
　弁護人らは，被告人は本件自動二輪車が販売された二，三か月前に非日常的なト
ラブルで２度にわたってＤ３二輪を訪問しており，そのような被告人が本件自動二
輪車を購入するためＤ３二輪に赴くというのは通常の犯罪者の心理として理解し難
く，購入者と証人Ｄ３との電話や訪問時のやりとりをみても，その者が被告人でな
いことを端的に示していると主張する。
　しかし，本件自動二輪車の入手経路が判明したのは，エンジン番号から車台番号
が判明し，その車台番号を手がかりとした追跡調査の結果であるから，車台番号を
削り取っておけば，容易に入手経路が判明しないと考えれば，被告人が購入先とし
て，かえって店の状況や扱っている商品について知識のあるＤ３二輪を選んだとし
ても，特に不合理ではない。また，前記のとおり，証人Ｄ３の妻の弟はＮ組系暴力
団員であり，Ｄ３二輪の事務所からＮ組Ｍ組組員の名刺も発見されていること，Ｄ
３二輪では暴走族等へもバイク等を売っていたと窺われることなどに照らすと，犯
罪に使用する自動二輪車の購入先としてＤ３二輪を選ぶことは不自然ではなく，む
しろ可能性が高いとみられる。更に，購入者と証人Ｄ３とのやりとりについても，
前記認定によれば，互いにほとんど面識がなかったものといえ，被告人の方から特
に証人Ｄ３に過去の話を持ち出す必要もないことからすると，購入者と証人Ｄ３と
のやりとりが前にＤ３二輪を訪れたことがある被告人と証人Ｄ３のやりとりとし
て，不自然とはいえない。
　また，弁護人らは，証人Ｄ３は購入者にＤ３二輪までの道順を教えており，被告
人はその前にもＤ３二輪を訪れているのだから改めて道順を教えてもらう必要はな
かったはずであると主張し，証人Ｄ３は公判において，本件購入者からＤ３二輪へ
の道順を聞かれ，購入者は，県外者で，Ｄ３二輪までの道を知らなかったと思った
旨供述している。



　しかし，証人Ｄ３は，客は県外者ばかりであり，通常電話をかけてくる客にはみ
んなに道順を説明しており，県外者と思ったのは自分が勝手に判断しただけみたい
である旨の供述もなしており，本件の際に証人Ｄ３が道順を聞かれたかどうかは曖
昧である上，本件購入の際は２人で車に乗って来たもので，被告人は自動車の運転
ができないというのであり，前年秋にＤ３二輪に来た際も被告人が自ら運転して赴
いたものではなく，車に同乗していただけであり，経路を正確に覚えられるものか
は疑問であること（被告人自身は，Ｎの件でＤ３二輪に行った際，１回目は道に迷
いに迷ったと供述している。なお，被告人は，２回目は道に迷わなかったと供述す
るが，２回目の運転者は１回目と同じAであったというのであるから，本件購入時，
別の人物が運転していたとすれば，経路を聞くこと自体不自然ではない。），ま
た，本件購入の際にはもう１人の人物（運転者）が証人Ｄ３に電話をした可能性も
あることなどに照らすと，弁護人主張の点が購入者と被告人との同一性を否定する
事情とはみられない。
・　被告人は，愛人の証人Ｄ２や妻のＦに対し，本件犯行前に被告人が本件犯行に
関与することを前提とすると理解できるような言動をしていたこと
　　前記認定事実によれば，
　　被告人は，証人Ｄ２に対して，Aと共に沖縄に行くようになる直前の平成１４年
２月下旬ころから，しばしば「会われへんようになる。」「今は自分にとって大事
なことに集中したい。」「やることがある。」「何年も待っていられるか。」など
と言ったり，手紙に書いたりしていたこと，
　　被告人の妻Ｆの書いたメモ帳には，「いよいよ出発なのね・・・この手紙はラ
ストレターではないからね。ファイトレターであって，絶対に何があっても無事で
おらんばばい。あんたね，マジで死んだりなんてしたら許さんけんね・・。本当は
Ｆだって行ってほしくなんかナイさ。Ｈが行くって決めたことなんでしょう・・。
もううちに言うたトキは，決めてカラ，決まっての報告やったんよね」などという
記載があったこと
　　が認められ，以上の諸点に照らすと，被告人は，愛人の証人Ｄ２や妻のＦに対
し，本件犯行前に被告人が本件犯行に関与することを前提とすると理解できるよう
な言動（本件犯行に関与することにより長期間の服役の可能性があること，あるい
は，相手の命を狙うことに関係することから相手方からの反撃により被告人の生命
にも危険が生じる可能性があること等を前提とすると，理解できる言動である。）
をしていたことが認められる。
　　なお，被告人は，公判で，「証人Ｄ２に言った「しばらく会えなくなる。」と
いうのは，私が長崎に帰るから当分会えなくなるというだけの意味であり，「大事
なことに集中したい。」という手紙を書いたのは，証人Ｄ２からの連絡がひどいか
らそう言えば連絡もしてこないだろうということからである。」旨供述するが，不
自然であり，また，「何年か待っていられるか。」という点は，説明できず，いず
れにしても信用できない。
　　また，弁護人は，妻Ｆのメモ帳の記載について，暴力団と関係のある人間の陥
る一般的危険を予想して綴ったとも考えられる旨主張するが，「いよいよ出発なの
ね」「マジで死んだりなんてしたら許さんけんね。」「本当はＦだって行ってほし
くなんかナイさ。」「もううちに言うたトキは，決めてカラ，決まっての報告やっ
たんよね。」などという記載は，一般的危険の予想とはみられず，具体的な危険の
ある行為に関与することを前提とするもので，弁護人の主張は採用できない。
・　被告人は，本件犯行後の平成１４年６月ころ，証人Ｄ２に対し，電話で「雑誌
見たか。」などと言って，本件に関する記事が掲載された雑誌を読むよう促し，証
人Ｄ２が雑誌を買って読んだところ，本件事件の記載があり，「Ｑ会ＮＯ．２射殺
は九州の系列組織か？」などと記載されていたこと
　　被告人のこのような言動は，被告人が本件に関与していたことを前提とすると
理解できる行動である。
　なお，平成１４年７月ころ，被告人は，本件について，証人Ｄ２から「自分じゃ
ないやろな。」などとしつこく尋ねられた際，「そうじゃ，俺じゃ。」と答えたこ
とがあったが，その後，「俺じゃない。」とも言っており，この点自体は，重視す
ることはできない。
・　小括
　　以上によれば，Ｍ組は，配下組員も含め，沖縄に居住するＱ会関係者襲撃を計
画しており，Aの本件犯行は，Ｍ組による組織的犯行としてなされたとみられるこ
と，被告人は，平成１３年秋ころから，Ｍ組Ｐ一家構成員として活動していたとみ



られること，被告人はAがＢ殺害を実行しようとしていたことを認識しており，被告
人が本件犯行前からAと共に何度も沖縄に来ているのは，Ｂ殺害に向けて同人の動向
を探るなど本件犯行の準備活動とみられること，本件当日もAと共に沖縄に来てお
り，Aが本件犯行に及んだ時間帯の被告人の行動は明確でないこと，本件犯行におい
てAは本件自動二輪車を使用しているが，その購入者は被告人であり，被告人はこれ
をAが本件犯行に使用するのを認識していたとみられること，被告人は，愛人の証人
Ｄ２や妻のＦに対し，本件犯行前に被告人が本件犯行に関与すること前提とすると
理解できるような言動をしていたこと，被告人は，本件犯行後，証人Ｄ２に対し，
本件に関する記事が掲載された雑誌を読むよう促したことが認められ，以上を総合
すると，被告人は，本件犯行に深く関与しており，Aとの間で本件犯行について共謀
があったと認定し得ないものではない。
　２　共謀認定について消極的に働く事実　
・　本件Ｂの襲撃計画は，Ｍ組の上層部により決定され，その指示のもとに組員が
動いていたと認められるところ，被告人は，Ｍ組Ｐ一家若中という末端組員に過ぎ
ないこと
・　被告人は，Ｂとは，面識がなく，特に個人的に襲撃すべき事情は見いだしがた
いこと
・　被告人が本件Ｂの襲撃計画に関与を始めたのは，被告人が前刑を終え出所した
以降であるが，前記事実によれば，その時点においては，沖縄でＢを襲撃する計画
がほぼ固まっており，Aが実行犯を務めることもすでに決まっていた段階であったと
みられること
・　被告人の具体的な加担行為としては，本件自動二輪車を購入しこれがAに引渡さ
れたこと，Aと共に沖縄に来てＢの動向を探るなどしていたことなどのほかには明ら
かになったものがなく，これらの行為は，本件犯行の実行行為の準備行為とみられ
ること
　（なお，検察官は，Aが，本件犯行当日協力者の手を借りることなく，単独で見張
り及び襲撃を行うことは困難であり，見張りをする人物は被告人以外に考えられな
いとして，被告人が見張りをしていたと主張する。
　　Aが見張りを行った地点として供述している場所は，空港ターミナルビル正面を
通過する道路沿いの，国際線ターミナル駐車場内南東側地点であり，関係証拠によ
れば，この場所は立体駐車場から出る車の全てを捕捉できる場所ではなく，Ｂを捕
捉できず，空振りに終わる可能性も高いことからすれば，本件犯行には他に見張り
役が存在する可能性は高いといえる。そして，前述のとおり，犯行当日もAと共に沖
縄に来ていること，被告人には本件犯行時点前後のアリバイはないことなどに照ら
すと，被告人が見張りをしていた可能性は高いものである。
　　しかし，見張り役が存在したとしても，本件がＭ組の組織的な犯行であったこ
とを前提とすれば，被告人以外の者が見張りをしていた可能性も否定できない上，
本件当日，見張り以外にも被告人が犯行の見届け，襲撃，逃走の援助などの役割を
担っていた可能性も否定できない（具体的にいかなる行為に及んだかは明らかには
ならない。）から，被告人が犯行当日，実際に空港で見張りをしていたと認定する
ことはできない。）
・　小括
　以上の諸点に照らすと，被告人は，組織的な犯行として計画されていた本件に，
後から本件自動二輪車の手配，Ｂの動向探索等の補助的な役割で関与していた可能
性を排除することはできない。
　被告人が，本件犯行前に証人Ｄ２やＦに対し被告人が本件犯行に関与することを
前提とすると理解できるような言動をしていたこと，本件犯行後に証人Ｄ２に対
し，本件事件の記載がある雑誌を読むよう促したことは，被告人が本件に補助的な
役割で関与していた場合でも必ずしも不自然な行動ではない。
　３　結論
　以上を総合すると，本件に関し，被告人がAと共同意思の下に一体となって，Aの
行為を自己の手段とし，本件犯行に及んだとみることには，なお合理的な疑いを差
し挟む余地があるといわざるを得ない。
　よって，被告人に本件について共謀共同正犯が成立すると認定することはできな
い。
　しかし，前記のとおり，被告人は，AがＢ殺害を実行しようとしていたことを認識
し，Aが本件犯行に使用する予定である自動二輪車を購入し，これがAに引渡された
こと，本件犯行前からAと共に何度も沖縄に来て，Ｂの動向を探るなどＢ殺害に向け



ての準備に協力していること，本件当日もAと共に沖縄に来ていることは認められ
る。これらがAの本件犯行を物理的にも心理的にも容易にしたことは明らかであり，
被告人には，本件犯行について，従犯（幇助）が成立すると認められる。
　以上から判示のとおり認定した（なお，本件において，（共謀）共同正犯の訴因
に対し幇助犯を認定するについて訴因変更の必要はない。）。
（累犯前科）
　被告人は，平成１０年１０月２８日長崎地方裁判所で強盗致傷，窃盗罪により懲
役３年６月に処せられ，平成１３年７月１０日その刑の執行を受け終わったもので
あって，この事実は検察事務官作成の前科調書（乙１０）により認める。
（量刑の理由）
　本件は，暴力団構成員であった被告人が，同じ暴力団の構成員Aがけん銃１丁及び
その適合実包５発を所持した上，公道上において，同けん銃を発射して対立関係に
あった暴力団組織の幹部である被害者を殺害するのを幇助した事案である。
　被告人は，平成９年８月に発生したＮ組若頭C射殺事件に対する，Ｎ組系暴力団Ｍ
組内組員の組織的なＱ会幹部への報復に加担したもので，その動機は暴力団社会特
有の危険かつ反社会的な目的に基づくものとみられ，酌量の余地はない。
　その態様をみても，幇助とはいえ，被告人は，犯行前に実行犯であるAと共に何度
も沖縄を訪れて被害者の動向を探り，また，本件自動二輪車を調達するなど，計画
性のあるもので，Aの犯行に密接に関係するものであり，これにより，白昼多数の一
般車両や通行人が往来する公道上において，Aがけん銃を発砲して被害者を殺害する
という，被害者車両の同乗者や一般市民をも巻き添えにしかねない極めて危険な犯
行を幇助したものであって，悪質というほかない。被告人の犯行は厳しい非難に値
する。被害者は，暴力団組織の幹部であったとはいえ，突然一命を奪われたもので
あり，その結果はまことに重いものである。
　被告人は，平成１０年に強盗致傷，窃盗罪により懲役３年６月に処せられ，その
刑の執行終了後１年も経たずして本件に関与したもので，被告人の遵法精神の欠如
は顕著である。
　以上の事実を考慮すれば，被告人の刑事責任は重大であるといわざるを得ない。
　しかし他方，被告人の本件への関与はなお従犯の限度にとどまることなどを考慮
して，主文のとおりの刑に処するのが相当と判断した。
　よって，主文のとおり判決する。
（検察官石島正貴，主任弁護人中道武美，弁護人岡・一郎各出席）
（求刑　懲役１２年）
　平成１６年４月１５日
　　那覇地方裁判所刑事第１部

　　　　裁判長裁判官 　　　　横　田　信　之       

        　    裁判官         栗　原　正　史　　

     裁判官升川智道は，転補のため署名押印することができない。

        裁判長裁判官         横　田　信　之


